
細胞診検査 保管期間

陰性結果標本 検査受領より５年間

陰性結果以外の標本 検査受領より10年間

穿刺材料標本 検査受領より10年間

検査済み検査材料（P5容器以外） 検査受領より１週間

検査済み検査材料（P5容器） 検査受領より30日間

細胞診検体　保管期間

婦人科液状検体法：採取および提出方法

①固定液バイアルに患者名、生年月日、ID等を記入します。
②膣鏡等を挿入し、子宮頸部頸管を確認します。

木ベララウンドブラシ

左右に回転また
は振とうさせる

容器壁に押しつけな
がら回転させて十分
に洗い落とす

③採取器具の特性を把握して、目的の部位のサンプルを十分に採取してください。

④器具は固定液の中で強く振とうしてサンプルを洗い流してください。


